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平成２５年１月１７日
於
府中市立教育センター

平成２５年第１回

府中市教育委員会定例会会議録

府中市教育委員会
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平成２５年第１回府中市教育委員会定例会会議録

１ 開 会  平成２５年１月１７日（木）

       午後１時３０分

  閉 会  平成２５年１月１７日（木）

       午後３時３３分

２ 会議録署名員

       委 員 村 越 ひろみ

       委 員 松 本 良 幸

３ 出席委員

  委員長 崎 山   弘  委員長職務代理者 齋 藤 裕 吉

委 員 村 越 ひろみ  委      員 松 本 良 幸

教育長 浅 沼 昭 夫  

４ 欠席委員

  な し

５ 出席説明員

  教育部長      吉 野 寿 一  文化スポーツ部長      後 藤 廣 史

教育部副参事兼指導室長        文化スポーツ部次長兼生涯学習スポーツ課長

小 椋   孝               町 田 昌 敬

総務課長      澁 谷   智  文化振興課長       酒 井 利 彦

総務課長補佐兼学校耐震化等推進担当副主幹 文化振興課長補佐     時 田 浩 一

月 岡 敏 浩   ふるさと文化財課長    江 口   桂

学務保健課長    中 村 孝 一  ふるさと文化財課長補佐  谷 本 耕 一

学務保健課長補佐  市 川 直 次  生涯学習スポーツ課長補佐 古 田   実

給食担当副主幹   須 恵 正 之  生涯学習推進担当副主幹  茂 木 孝 之

  指導室長補佐    桑 田   浩  国体推進室長       山 下 隆 久

統括指導主事    瀧 島 和 則  図書館長         佐々木 政 彦

指導主事      国 冨   尊  図書館長補佐       坪 井 茂 美

指導主事      大 津 嘉 則 美術館副館長       山 村 仁 志

指導主事      山 本 勝 敏   

６ 教育委員会事務局出席者

  総務課係長     熊 坂 奈 美

  総務課主任     山 本 正 芳  
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議 事 日 程

第１ 会議録署名員選定について

第２ 会期決定について

第３ 議案

第１号議案

  平成２５年度予算に対する意見の聴取及び予算の要求について

第２号議案

  平成２４年度府中市教育委員会表彰について

第３号議案

  平成２５年度学校医等の委嘱について

第４号議案

  府中市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の申出について

第５号議案

  府中市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則

第４ 報告・連絡

（１）平成２５年度八ヶ岳府中山荘臨時休館日について

（２）平成２５年度社会教育施設の臨時休館日等について

（３）郷土の森博物館特別展「江戸時代の多摩を掘る」の開催について

（４）郷土の森「梅まつり」の開催について

（５）平成２４年度平和啓発事業（後期）について

（６）平成２４年度地域における家庭教育支援チームの担い手養成研修（府中市区）について

（７）第６６回府中駅伝競走大会の開催について

（８）「第３期府中市子ども読書活動推進計画」の策定について

（９）「府中市民美術展２０１３」の開催について

第５ その他

第６ 教育委員報告
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午後１時３０分開会

○委員長（崎山 弘君） ただいまより、平成２５年第１回府中市教育委員会定例会を開会い

たします。

                   ◇               

○委員長（崎山 弘君） 本日の会議録署名員は、村越委員と松本委員にお願いいたします。

                   ◇               

○委員長（崎山 弘君） 会期は本日１日といたします。

                   ◇               

○委員長（崎山 弘君） 傍聴希望者がおりますので、許可してよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

傍聴の方に申し上げます。本日の第１号、第２号及び第３号議案につきましては、議案のか

がみのみでお配りしております。第１号議案は予算要求段階の資料で手続き未了のため、第２

号、第３号議案は個人情報が記載されているため、資料の配付を省略させていただいておりま

すので、ご承知おきください。

              ◇               

◎第１号議案 平成２５年度予算に対する意見の聴取及び予算の要求について

○委員長（崎山 弘君） それでは、議案の審議に入ります。第１号議案の朗読をお願いいた

します。

（事務局朗読）

○委員長（崎山 弘君） 説明をお願いします。

○総務課長補佐兼学校耐震化等推進担当副主幹（月岡敏浩君） それでは、第１号議案「平成

２５年度予算に対する意見の聴取及び予算の要求について」ご説明いたします。

この議案は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、平成２５年

度予算案を、本年第１回市議会定例会に提案するにあたり、市長から教育委員会へ意見聴取の

依頼がございましたので、お諮りするものでございます。

教育関係の平成２５年度歳出予算要求の概要についてご説明いたしますのでご審議いただき、

市長からの依頼に対する回答を、１月２５日までにすることになっておりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは初めに、Ａ４縦の「平成２５年度教育関係歳出予算要求概要」をご覧ください。こ

ちらの表は教育費を大きなくくりで分類し、まとめた総括表でございます。

平成２５年度の教育費全体の要求額は、７６億６，４６４万６，０００円で、平成２４年度

予算に比べまして、５５億７３８万８，０００円、４１．８１％の減となっております。なお、

この資料につきましては、１月９日現在の要求額をまとめたもので、確定額ではございません。

その後、財政当局で調整等があり、既に金額が変更となっているところもございます。また、

この資料につきましては、歳入予算及び事務局職員の職員給与費などの人件費につきましては

省略をさせていただいております。具体的な内容につきましては、次のＡ３判横の「平成２５

年度教育関係歳出予算要求内訳」に記載してございます。こちらの表で主な内容と増減理由を

ご説明いたします。

款５０、教育費全体の要求額は７６億６，４６４万６，０００円、項５、教育総務費は４億
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２８５万１，０００円、目５、教育委員会費は７９４万円、目１０、事務局費は２，４６６万

２，０００円。一番目の学校教育プラン２１検討協議会（仮称）運営費は、臨時の事務職員、

委員謝礼の増などによるもの。２番目の学校教育プラン２１策定費は、プラン２１の冊子を作

成するもの。目１５、教育指導費は２億４，１８１万１，０００円。１番目の特別支援教育就

学指導協議会運営費、３番目のスクールソーシャルワーカー活用事業費、及び８番目の学校評

価事業運営費は事業内容を見直したことによる減額、６番目の教科等研究事業費は、都委託事

業による謝礼の増額などによるもの、７番目の学校図書館指導充実事業費、９番目の特別支援

教育事業運営費、及び１０番目の少人数指導等事業費は、学校に配置している指導補助員の一

部を整理統合し、１１番目の学校経営支援事業費として新設したことによるものでございます。

目２０、奨学費は８，８９４万８，０００円、３番目の入学時初年度納付資金貸付事業費は、

例年辞退者が出るため実績金額により見直したことによるもの、目２５、教育センター費は３，

９５３万円、諸経費及び管理事務費は実績により精査したものでございます。

項１０、小学校費は２１億１，０８３万４，０００円、目５、学校管理費は４億５，３２６

万５，０００円、１番目の学校諸行事運営費は、周年記念実施校が１校から７校に増加するこ

となどによるもの、２番目の卒業記念品費は、学校諸行事運営費に統合したことによるもの、

５番目の管理用備品整備費は、校庭の芝生化に伴う備品購入の減額によるもの、７番目の施設

管理費・光熱水費及び燃料費は、普通教室に空調を設置したことなどによる増、１０番目の施

設管理費・諸経費は、平成２４年度より日新小学校で教室不足により仮設校舎を築増したこと

による減。

２ページに移らせていただきます。４番目の管理事務費は卒業証書筆耕料を学校諸行事運営

費に移行したことなどによる減でございます。目１０、学校保健体育費は２億３０４万円、４

番目の学校保健会運営費は、消耗品等の削減による減、６番目の日光林間学校運営費は、バス

借り上げ料などの減でございますが、２４年度の契約実績をもとに減をしておりますので、２

５年度におきましても、本年同様の内容で実施いたします。１４番目の負担金・学校環境衛生

薬事衛生研究協議会は、薬剤師会と協議の上、参加を取りやめたための減でございます。目１

５、教育振興費は、４億９，７６５万８，０００円、１番目の特別支援学級運営費は、実績に

より精査したもの、４番目の水泳指導費、及び６番目のメンタルフレンド配置事業費は、学校

経営支援事業費に統合したことによる減、５番目の海外帰国児童等指導費は、実績により精査

したもの、８番目の文化祭等運営費は、演劇鑑賞教室などの委託料及び送迎バス借り上げ料の

見直しなどによる減、９番目の学校教育振興費は、教員の地域祭りへの参加などに対して謝礼

的に支出している経費を廃止するもの、１０番目の特色ある学校づくり振興費は、消耗品の購

入の見直しによる減、２３番目の特別支援学級就学奨励費も実績により精査したもの、２６番

目の教科用備品整備費は、ミシンなど教科用備品で購入台数の減などによるもの、２７番目の

教科用備品整備費は、平成２４年度より武蔵台小学校でピアノを買いかえたことによる減でご

ざいます。目２０、学校整備は５億１，７０４万１，０００円、２番目の校舎等維持管理費・

諸経費は校舎等修繕料の減、３番目の設計委託料は小柳小学校の直結給水化に伴う設計委託料、

４番目の監理委託料は、平成２４年度の四谷小学校、若松小学校の校庭芝生化に伴う監理委託

料の減、５番目の消防設備設置費は、防火シャッターの安全装置を７校に設置するもの、６番

目の給排水衛生設備改修工事費は、小柳小学校の直結給水化工事によるもの。
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３ページに移りまして、１番目の校庭整備工事費は、平成２４年度における四谷小学校まで

の校庭芝生化工事などによる減、２番目の緊急整備工事費は、計上金額の見直しに伴う減、３

番目の調査委託料は、天井など非構造部材の調査委託に伴う増、４番目から６番目の耐震補強

整備事業費は、五小、住吉小の耐震改修工事によるものでございます。目２５、学校建設費は

４億３，９８３万円、第十小学校のプール、校庭等の整備に伴う工事費などでございます。項

１５、中学校費は１０億４，３６１万円、目５、学校管理費は２億１，２１５万円、１番目の

学校諸行事運営費は、卒業証書筆耕料を移行したことなどによる増、２番目の卒業記念品費は、

学校諸行事運営費に統合したことによるもの、８番目の施設管理費・諸経費は、消火器の取り

かえ本数の減など、１４番目の管理事務費は、卒業証書筆耕料を学校諸行事運営費に移行した

ことなどによる減でございます。１５番目の管理事務費は、栄養士の育休代替の雇用見込の増

によるもの、目１０、学校保健体育費は６，２５８万９，０００円、４番目の学校保健会は講

師謝礼など事業内容の見直しによる減、目１５、教育振興費は３億５，７１３万２，０００円、

６番目の水泳指導費は、学校経営支援事業費に統合したことによるもの。

４ページに移りまして、３番目の文化祭等運営費は、オーケストラ鑑賞教室の送迎バス借り

上げ料の見直しなどによる減、４番目の学校教育振興費は、教員の地域祭りへの参加などに対

して謝礼的に支出している経費を廃止するもの、５番目の特色ある学校づくり振興費は、消耗

品の購入の見直しによる減、１９番目の教科用備品整備費は、教科用備品の購入の減によるも

の、２３番目の特別支援学級就学奨励費は実績により精査したもの、２５番目の教科用消耗器

材費は、中学校教科書の採択がえに伴う指導書買いかえの減、目２０、学校整備費は４億１，

１７３万９，０００円、１番目の校舎等維持管理費・管理委託料は、第三中学校などの施設管

理に伴う増、２番目の諸経費は校舎等修繕料の減、４番目の消防設備設置費は、防火シャッタ

ーの安全装置を４校に設置するもの、７番目の緊急整備工事費は、計上金額の見直しに伴う減、

８番目の調査委託料は、天井など非構造部材の調査委託に伴う増、９番目から１１番目の耐震

補強整備事業費は、四中、八中の耐震改修工事によるものでございます。目２５、学校建設費

は、第五中学校の校舎改築事業完了によるものでございます。項２０、学校給食費は、７億３，

４０３万円、目５、学校給食総務費は２，４２９万２，０００円、１番目の食育推進事業費の

隔年実施に見直した給食展大試食会は、国体の開催や市政６０周年の関係からもう１年実施を

見直したものでございます。目１０、小学校給食費は１億１，８７１万円、２番目の給食用備

品整備費は、クラス増による対象備品の増によるもの、４番目の給食調理室管理費・光熱水費

及び燃料費は、単価及び使用料の増によるもの、５番目の補助金・学校給食用牛乳は、１本１

１円の補助額を１０円に見直したことによる減でございます。目１５、中学校給食費、１，７

７２万円。

５ページに移らせていただきまして、１番目の補助金・学校給食用牛乳は、小学校と同様で

ございます。目２０、給食センター費は５億４，３３０万８，０００円、４番目の給食用備品

整備費は、クラス増による対象備品の増によるもの、５番目の給食用備品整備費は、フードス

ライサー買いかえによる増によるもの、８番目の施設管理運営費・光熱水費及び燃料費は単価

及び使用料の増によるもの、下から２番目の給食センター整備事業費は、学校給食洗浄センタ

ー改修箇所見直しによる減によるものでございます。目２５、給食センター建設費は３，００

０万円、給食センター改築事業費・設計委託料は、施設整備の基本計画に基づく基本設計委託
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料でございます。項２５、幼稚園費は項、目とも同額で６億５，５５５万円、１４番目の補助

金・公私立幼稚園就園奨励費は、国の事業内容変更に伴う増でございます。補助金・幼児愛育

費及び私立幼稚園登園許可証明費は、前年実績による減でございます。

ここで説明員を交代させていただきます。

○文化振興課長補佐（時田浩一君） 続きまして、社会教育費についてご説明いたします。項

３０、社会教育費、１８億７，３６６万３，０００円、項５、社会教育総務費、２０９万５，

０００円、５番目の管理事務費の増は、国府サミット参加の特別旅費を、ふるさとまつり事業

費から移行したものでございます。目１０、社会教育振興費、１億３，９８３万２，０００円、

４番目の武蔵国府跡御殿地地区保存管理計画策定費は、ＪＲ府中本町駅前で発掘された武蔵国

府の国司館及び徳川家康御殿関連遺跡の保存管理計画を策定するもの、７番目の武蔵府中ふる

さとまつり事業費は事業中止によるもの。

６ページに移らせていただきます。１番目の埋蔵文化財発掘調査費の減は、緊急雇用事業終

了によるもの、２番目の馬場大門ケヤキ並木保護対策事業費の増は、倒木落ち枝対策を実施す

るもの、３番目の、武蔵国府等展示活用事業費の増は、古墳まつり・発掘お宝展の事業を、ふ

るさとまつり事業費から移行したものでございます。目１５、図書館費、７億４，７２３万６，

０００円、２番目の中央図書館運営費の減は、委託料の減によるもの、４番目のレファレンス

サービス事業費の減は、講座回数の見直しによるもの、５番目の児童・青少年サービス事業費

の減は、需用費の減によるもの、６番目のハンディキャップサービス事業費の減は、備品購入

費の減によるもの、７番目の施設管理費・管理委託料は、生涯学習センター指定管理に伴う生

涯学習センター図書館の管理委託料の増によるもの、８番目の施設管理費・光熱水費及び燃料

費の増は、中央・生涯学習センター図書館光熱水費の増によるもの、９番目の施設管理費・諸

経費の減は、修繕費の見直しによるもの、１３番目の管理事務費の減は、臨時職員賃金の見直

しによるものです。目２１、郷土の森博物館費、４億４，３１７万２，０００円、５番目の郷

土の森博物館常設展示室等更新事業費は、平成２１年度から中断していたリニューアル事業を

再開し、平成２５年度から２カ年で整備するものでございます。目２５、生涯学習センター費、

３億２０９万３，０００円。１番目の施設管理運営費・管理運営業務委託料は指定管理料債務

負担行為解消分によるもの、５番目の生涯学習フェスティバル運営費、それから７ページに移

らせていただきまして、２番目の管理指導費の減は、業務内容の一部を指定管理者へ移行する

ことによるものです。

目３０、美術館費、２億３，９２３万５，０００円、４番目の美術普及事業費の減は、臨時

職員賃金を施設管理経費に移行したことによるもの、５番目の所蔵品展示管理費の減は、所蔵

品展１本を減らしたことによるもの、８番目の施設管理費・諸経費の増は、電気、ガス料金の

値上げによるもの、９番目の施設管理費・諸経費の増は、臨時駐車場使用料の生涯学習センタ

ーからの移管によるものです。

続きまして、社会体育費についてご説明いたします。項３５、社会体育費、８億４，４１０

万８，０００円、目５、社会体育総務費、７４６万９，０００円、１、２番目及び７番目は、

スポーツ振興推進計画（仮称）の策定に伴う協議会設置に要するもの、３番目のスポーツ推進

委員活動費の増は、委員の改選に伴い委員数の増を予定していることによるもの、５番目の負

担金・東京都スポーツ推進委員協議会の増は、全国スポーツ推進委員連合の加盟負担金が生じ
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たことによるもの、目１０、体育事業費、２億１，５０１万１，０００円、１１番目の国民体

育大会運営準備費の減は、競技用備品の減によるもの、１２番目の負担金・市町村総合体育大

会の皆減は、スポーツ祭東京２０１３開催年度に伴い、開催を見合わせることによるもの、１

３番目のスポーツ祭東京２０１３府中市実行委員会負担金の増は、国体本大会開催に伴う経費、

１５番目の補助金・スポーツ大会参加の減は、補助金の算出基準見直しによるもの、目１５、

体育施設費、３億７，４１４万８，０００円、１０番目のプール管理運営費・業務運営委託料

の増は、プール監視員に対する警備業法適用に伴う研修費の計上によるもの。

８ページに移らせていただきます。１２番目のサッカー場管理費・管理委託料及び１３番目

の光熱水費及び燃料費の増は、スポーツ祭東京２０１３の開催に向けて、朝日サッカー場を整

備したことによるもの、２４番目の体育施設整備事業費・市民球場駐車場整備工事費は、国体

開催に伴う整備工事、目２５、体育館費、２億４，７４８万円、１５番目の体育館整備事業費・

総合体育館体育室床面改修工事費の減は、平成２４年度工事終了によるもの、１７番目の体育

館整備事業費・総合体育館屋上改修工事費、及び１８番目の地域体育館空気調和設備改修工事

費の皆増は、平成２５年度に改修工事を行うものです。

以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。

○委員長（崎山 弘君） ただいま事務局の説明が終わりました。何かご質問ございますでし

ょうか。

○委 員（松本良幸君） それでは、松本が３点ほど質問させていただきます。

まず、教育振興費、１行目の特別支援学級運営費ですけれども、これは通常の学校の通級学

級が入るのかどうかわからないですけれども、学校の教室を運営する以外に必要な費用という

捉え方でよろしいのでしょうかというのが１つです。また、そういう支援が必要なお子さんが

増えているというお話を聞いていたのですが、通常どおりの減をすることになるようですけれ

ども、見直しによる減ということですので大丈夫かと思うのですが、支障が出ないのかなとい

うのが少し心配なので、お答えいただければと思います。

それ以外に、この事業の中に、収入もあるような事業もあるかと思うのですが、この予算と

いうのは、それを加味した上で府中市が支出する予算という考え方でよろしいのでしょうかと

いうことです。

あともう１点は要望になるのですが、今回、学校の建設等の事業がなくなったことによって、

全体として大きく減になっていると思うのですが、できればこの資料とは別に参考資料程度で

いいのですが、そういった長期にわたる投資を除いて、通常の１年単位で必要とするような項

目だけを絞って、これぐらい強化しましたよ、これぐらい減になりましたよというような資料

があると、私どもは見やすいかなというのがあるので、今後ですけれども、可能であればして

いただければなという、これは要望ですけれども、この３点でございます。

○指導室長補佐（桑田 浩君） １番目の特別支援学級運営費についてお答えいたします。特

別支援学級の運営費につきましては、特別支援学級、固定学級、通級指導学級の運営に係る経

費を、特別支援学級の補助員ですとか消耗品ですとかの費用を計上しているものでございます。

こちらにつきましては、今までの執行状況等を鑑みまして、例えば各学校に基準で配付してお

ります消耗品ですとか、そういったものの単価を見直しまして、すぐ運営できるものに変更し

まして、計上したものでございます。
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○総務課長補佐兼学校耐震化等推進担当副主幹（月岡敏浩君） こちらの今回ご報告させてい

ただいている件につきましては、歳出の資料となってございまして、このほかに歳入事業がご

ざいまして、その分につきましては別の表がございます。こちらにつきましては、その事業に

対して支出する総額についてご報告をさせていただいているところですので、別に収入につい

ては、市のほうへ歳入として入ってくると考えていただければありがたいと思います。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） 質問は２点で、１つはご意見だったのですけれども、いいですか。

○委 員（松本良幸君） 歳入は別ということですけれども、それは歳入として計上するけれ

ども、実際にかかる総額という考え方でいいということですね。わかりました。

もう１点は要望ですので、長期的な投資以外の部分というのが、もし今後可能であればいた

だければありがたいなと思います。

特別支援学級でかかる費用とお答えをいただいたのですが、普通学級と分けて費用を集計し

ているということでよろしいのでしょうか。

○指導室長補佐（桑田 浩君） 特別支援学級については、普通学級と分けて集計しておりま

す。

○委 員（松本良幸君） 別ということですね。ありがとうございました。

○委 員（齋藤裕吉君） １枚目の教育費の教育総務費の中の、１５の教育指導費のところで

ちょっと質問させてください。１つ目の特別支援教育就学指導協議会の運営費のほかに、スク

ールソーシャルワーカー活用事業費、それから少し下のほうの学校評価事業運営費、その２つ

下の特別支援教育事業運営費、ここのところの増減理由のところに、「事業見直しによる減」と

あるのですけれども、事業見直しとはどのような見直しをしたのか、もうちょっと説明を聞か

せていただくといいなと思います。学校のほうでは、特に特別支援にかかわる取り組みに期待

するところは結構多いと思いますので、そこら辺の説明をもう少しお願いできればと思います。

それが１点。

もう１つは、同じ目の中、少人数指導等事業費です。ここの項目のところに「学校経営支援

事業費に統合」とあるわけですけれども、この「学校経営支援事業費に統合」したというのが

ほかのところにも幾つも出てくるわけですけれども、それの考え方とか具体的な内容について

確認しておきたいと思うのですが、どうでしょうか。

○指導室長補佐（桑田 浩君） 順にお答えいたします。まず、「事業見直しによる減」という

ことで、わかりづらかったと思います、申しわけございません。就学指導協議会運営費の見直

しにつきましては、これは就学指導協議会に係る費用なのですけれども、年５回開催しており

まして、こちらにつきましては、医師への報酬ということで５回分計上していますが、これま

での執行状況を考慮しまして、お医者さんへの謝礼は５回の協議会のうち１回分の計上として

おります。なお、協議会にかける案件につきましては、医師の所見が資料として添付されてお

ります。

スクールソーシャルワーカー活用事業費につきましては、こちらも事業内容の見直しという

ことで、１日８時間、スクールソーシャルワーカーの配置をしていたものを、７時間に変更し

て計上しております。また、スーパーバイザーによる利用件数につきましても、去年まで７回

だったものを４回の実施ということで変更しております。
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次に学校評価事業運営費でございますが、こちら委員会の開催回数等を変更し、学校評価委

員会、分科会数が去年まで５であったものを４回にして、それにより委員の人数が２０人から

１６人に変更になっております。こちらのほうの分科会の開催回数につきましても、今まで年

３回だったものを年２回という形で変更して、それによりまして委員謝礼が減額になっている

という形でございます。

特別支援教育事業運営費の見直しでございますが、この予算の中の一部に巡回指導員の賃金

を計上していたのですが、こちらについても学校経営支援事業費の中に統合するという形で、

こちらの特別支援教育事業運営費のほうから抜いたというか、そちらのほうで計上するという

形で減になっておりますので、減額という形になっております。

○教育部副参事兼指導室長（小椋 孝君） 続きまして、ご指摘のあった学校経営支援事業、

ここが新設されておりまして、少人数指導、学校図書館指導事業、水泳指導、メンタルフレン

ド事業、また今お話がありました巡回指導員について統合したというお話をさせていただきま

したが、これについてご説明を申し上げます。

それぞれの項目で、市立の各学校に配置した事業を、予算が厳しい状況がございまして、少

しずつみんな目減りしている状況もございますので、全てこの事業を統合しまして、各学校に

何時間と張っていたものを、予算配置という考え方を一部で取り入れさせていただきました。

これによりまして、校長先生を筆頭として、先生方が学校の特色や課題に応じて必要なところ

に予算配分できる。平たく言いますと、ＴＴ・少人数を全学年でやっていたのを少し軽くしま

して、例えば小１の各学級に指導員を張るとか、図書館指導員につきましても、事務事業点検

のほうで、例えば２５～２６学級ある学校と１２学級の学校と同じ予算というのは少し考えた

ほうがいいのではないかというお話もいただきまして、各学校が一部の予算について、補助指

導員につきまして配置ができるという考えをしました。巡回指導員についても予算を取りまと

めましたが、学校が必要と感じれば今までの方を雇用していただくとか、今まで週１回５時間

配置していたものを週２回に増やすとか、そのような柔軟性を持たせて学校が効率的に、また

自立的に予算を使えるようにしたものでございます。

以上でございます。

○委 員（齋藤裕吉君） 説明はよくわかりました。今、心の教育とかさまざまな生活指導に

かかわるような問題をたくさん指摘している、指導が必要な事柄がたくさんある中で、全体に

減らしたということだけではなくして、今の説明のように、各学校の実態に応じて、校長裁量

の幅を広げまして、子どもたちにとって必要な項目に重点的に予算を使っていただくという考

え方、こういう積極的な意味での考え方を学校のほうにもきちんと説明していただいて、活用

していただくということで進めていただくと大変よろしいと思いますので、ぜひそういう方向

で進めていただければありがたいなと思います。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご意見ございますか。

○委 員（村越ひろみ君） 今の、学校にお金が配置されて、支援事業費として与えられてと

いうのは、とてもいいことだなと思っていますので、大いに有意義に活用してもらえたらと思

います。

６ページです。生涯学習センターが管理運営業務委託になったと思うのですが、それの学習

センター費の一番上のところで、増減理由のところに「指定管理料債務負担行為解消分」とあ
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るのですが、委託しているのにもかかわらず、何でここに予算が計上されるのかをちょっと教

えていただきたいのと、公費私費の話ですが、私費を増やしていくというような話もちょっと

伺ったことがあるのですが、その学用品に関することとか、林間学校とかセカンドスクールへ

の補助の状況とかを伺わせていただけたらと思います。よろしくお願いします。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） まず初めに生涯学習センターの債務負担行為解消

分ということですが、こちらにつきましては、市が指定管理者に支払う指定管理料になります。

これは５年間の契約といいますか、運営をお願いする取り決めになりまして、その５年間全体

の指定管理料というのをまず債務として決めさせていただいて、平成２５年度分については、

その全体の債務のうち、この金額だけ、債務負担行為の一部を支払うことで解消していくとい

う意味になります。現在、施設を管理していく上で委託料として、体育施設ですとか、警備で

すとか払っているのですが、その分は２５年度以降一切必要ありませんで、こちらの解消分、

指定管理料の中に全て含まれるということになります。

以上でございます。

○総務課長（澁谷 智君） 公費私費の関係でございます。以前、教育委員の皆さんにご意見

をいただいたところでございますけれども、平成２５年度につきましては、児童・生徒１人当

たりの公費に関する部分については変更ございません。今後どうするかということにつきまし

ては、今、検討中でございます。

以上でございます。

○学務保健課長（中村孝一君） 林間学校やセカンドスクールにつきましては、公費で出して

いるのはバスとか、一部セカンドスクールにつきましては、昼食代などの補助というところは

ございます。あとは所得の関係がございますけれども、就学援助のところで補助につきまして

はしております。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご意見、ご質問はございませんか。

○委 員（齋藤裕吉君） ５ページ目の幼稚園費のところでちょっと質問をさせてください。

全体的にはマイナスという予算計画の案なわけですけれども、幼稚園のほうでは少し増えて

いるという形ですけれども、どの辺で増えているのかということと、あと、ちょうど真ん中に

補助金として私立幼稚園児保護者への補助金ということで、これは３億３，３００万円とある

のですけれども、どういう形でこの項目は執行されているのかを確認させてもらいたいと思い

ます。お願いします。

○学務保健課長補佐（市川直次君） 幼稚園関係につきましては、増えているところといいま

すと、電気料値上げとかそういう部分で、あと、施設管理で備品を購入したりしております。

また、保護者補助金につきましては、私立幼稚園に通園しております保護者全員に、所得に応

じまして補助金を出しているという形になります。これは東京都の補助金でありまして、府中

市のほうからも一律４，５００円の上乗せをして出している東京都の補助金でございます。

以上でございます。

○委 員（齋藤裕吉君） それは保護者の方に直接お支払する形での補助ということでしょう

か。

○学務保健課長補佐（市川直次君） 保護者補助金につきましては、保護者に直接渡している
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補助金でございます。それから国の補助金であります就園奨励費補助金でございますが、これ

は園を通して保護者のほうに渡している補助金でございます。

以上でございます。

○委 員（齋藤裕吉君） わかりました。公立保育園に通う子ども、家庭とのバランスという

こともあると思います。そういう意味でどんな形になっているのか確認をさせてもらいました。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問はございますでしょうか。

何かご意見はございますでしょうか。

○委 員（松本良幸君） 学校給食費の件で、牛乳に対する補助が減るということでしたけれ

ども、これはほかの食材等で相殺して値上げ等、都で１円ということでしたので、値上げとい

うレベルではないと思うのですが、変わらず運用できるという予算になっているのでしょうか。

○給食担当副主幹（須恵正之君） 牛乳補助金につきましては、原則では給食の食材につきま

しては、給食費で賄うという形になっておりますけれども、保護者負担の軽減ということで、

市のほうから補助金をいただいているところでございます。全体の調理の方法でございますと

か、食材の購入の方法で賄える減額だと考えております。

以上です。

○委 員（松本良幸君） わかりました。ありがとうございます。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。

○委 員（齋藤裕吉君） 学校整備の関係で耐震工事です。確認ですけれども、この予算でも

って完了でしょうか。

○総務課長補佐兼耐震化等推進担当副主幹（月岡敏浩君） 耐震改修工事につきましては、平

成２５年度で完了の予定でございます。小学校は２校の２期工事、中学校が２校の２期工事を

予定してございますが、これで全ての小・中学校、幼稚園が完了する予定でございます。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問、ご意見。

○委 員（村越ひろみ君） それに伴って、芝生化についてはどのような状況になっているか

を伺います。

○総務課長（澁谷 智君） 平成２５年度の芝生化につきましては、府中第十小の１校を予定

しているところでございます。

○委 員（村越ひろみ君） まだ残っている学校がありますよね。あと何校というところでし

ょうか。

○総務課長（澁谷 智君） 若松小学校の第二校庭の芝生化工事をこれから始めるところで、

十小を入れて８校になります。今後、全校芝生化ということで進めてはいるところでございま

すけれども、いろいろと経費との関係もございますので、慎重に進めていきたいなと思ってい

るところでございます。

○委 員（村越ひろみ君） わかりました。それと、総合体育館の老朽化がちょっと話題にな

ったこともありまして、耐震とかの予算はどのようになっているかなと。

○文化スポーツ部次長兼生涯学習スポーツ課長（町田昌敬君） 総合体育館につきましては老

朽化が進んでおりまして、建てかえが必要になってくるのですが、埋め立てた土地でもあり基

礎工事が困難な状況もありますので、現在の場所における建てかえは断念している状況です。
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建てかえということになれば、別の場所で行うということです。

以上でございます。

○委 員（村越ひろみ君） 国体もあるということですし、大勢の方が多分見えると思います

ので、ちょっと伺いました。ありがとうございます。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご意見、ご質問ございますか。

○委 員（松本良幸君） 社会教育費の部分で、今回、武蔵府中ふるさとまつりが中止という

ことで、今後ずっと中止ということなのでしょうか。それとも、それにかわってほかの事業を

これからやっていきますよという捉え方でよろしいでしょうか。

○ふるさと文化財課長（江口 桂君） 武蔵府中ふるさとまつりにつきましては、財政状況が

大変厳しい折、来年度につきましては、祭りとしては事業を中止させていただきましたが、市

民協働という意味での古墳まつり等につきましては、独立して既に継続して実施しているもの

はそのまま残させていただきます。なお、市政６０周年の年に再度見直しをかけて、祭りを再

開するかどうかはまた実行委員会等で検討してまいりたいと考えております。

以上です。

○委 員（松本良幸君） ありがとうございました。厳しい中だと思いますけれども、市民が

楽しみにしている部分もあると思いますので、いろいろ工夫していただいて、やっていただけ

たらありがたいと思います。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。

私から１つ、意見なのですけれども、先ほどの議論の中にも出てきているのですが、予算と

いうのは普通収入と支出があるわけで、先ほどの例えば保護者に対するのも、東京都のほうか

らお金が出ているわけで、ここに出ている数字を全て府中市が支出するわけではないものもあ

るわけで、全体的な流れとして、ここは予算請求のことを我々に諮ってくれたことだと思いま

すが、流れというのを一度説明していただけるとありがたいかなと思います。東京都からこう

いうものが来ている、あるいは市の財政としてこれだけ収入があってという形も提示していた

だけると議論しやすいかなと感じました。

初めのプレゼンテーションはどうしても予算請求の項目ごとの説明になって、全体的にどう

いう政策を持って、府中市としてこのように動いているのだというのがちょっと見えにくくな

っているところがあるので、我々もその方針としてどういう点を、例えば「ここはやはり重点

だから」とか、我々もプラン２１に基づいて活動しているわけですから、そのあたりとリンク

した形で一回説明していただけると議論しやすいかなと感じました。

私としては、１つ１つの項目に関しては十分精査されていると思うので、特別に申し上げる

ところはございません。

教育長はいかがでしょうか。

○委 員（浅沼昭夫君） 丁寧にご審議いただきましてありがとうございました。ご承知のよ

うに、大変財政が厳しい中で、事務局で知恵を出して組んだ案だと私は受けとめています。ま

た、一方では教育の流れといいますか、より学校のほうに予算の執行権限を移していくという、

そういう流れ等もありますので、今後もそういったことを念頭に置きながらやっていくという

ことになろうかなと思っております。

以上であります。ありがとうございました。
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○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。

では、お諮りいたします。第１号議案、「平成２５年度予算に対する意見の聴取及び予算の要

求について」、決定することにご異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（崎山 弘君） 全員異議なしということで、提案どおり決定いたします。

              ◇               

◎第２号議案 平成２４年度府中市教育委員会表彰について

○委員長（崎山 弘君） 続きまして、第２号議案、朗読をお願いいたします。

（事務局朗読）

○委員長（崎山 弘君） 説明をお願いいたします。

○総務課長（澁谷 智君） それでは、第２号議案、平成２４年度府中市教育委員会表彰につ

いて、お手元の資料に基づきましてご説明いたします。

府中市教育委員会では、府中市の教育文化の振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの、及

び他の模範とするに足る成績及び行為のあったものに対し、府中市教育委員会表彰規程に基づ

き表彰を行うことになっており、府中市公立学校の児童及び生徒と、府中市に在住または勤務

する者が対象となっております。

平成２４年度府中市教育委員会表彰の候補者につきましては、各小・中学校から推薦いただ

いた児童・生徒及び成人について、平成２５年１月１０日に審査会を開催し、審査したもので、

その結果に基づき、本定例会にお諮りするものでございます。議案資料、Ａ４横の表をごらん

ください。

初めに、小学校からご説明いたします。学校からの推薦は２０件ありましたが、そのうち、

表に掲載のある１５件が候補者になっております。このほかに該当とならなかったものが５件

ありましたが、奉仕活動や演奏活動、スポーツ活動による推薦でございました。これらにつき

ましては、地域に出る活動が他団体と比較して少ない、成績が表彰要件を満たさないなどの理

由で該当となりませんでした。最終的に１５件が候補者となってございます。表彰の内容は、

奉仕活動によるものが４件、スポーツ活動によるものが５件、伝統文化活動によるものが２件、

福祉活動によるものが３件、地域貢献活動によるものが１件でございます。

それでは、資料左側の番号に沿いまして、個々にご説明いたします。

まず、鼓笛隊や和太鼓クラブ、合唱団等の活動でございますが、８件ございます。番号で、

申し上げますと１番、６番、８番から１１番まで、１４番から１５番までの８件でございます。

どの団体も毎年継続的に活動しており、例年６年生を対象に表彰してきております。これらの

うち、２団体は特別養護老人ホームなどを訪問して、演奏するなどの活動を行っております。

このほかの奉仕活動として、１２番でございますが、地域の用水路を清掃する活動がございま

した。

次に、スポーツ活動でございますが、５件ございます。２番がテニス、３番から５番までと

７番が陸上で、それぞれの競技で活躍したものでございます。

最後に地域貢献活動でございますが、１件ございまして、１３番のよさこい祭りで入賞した

ものでございます。

次に、中学校についてご説明いたします。推薦は全部で５件ございましたが、１件、作文コ
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ンテストの入賞による推薦について、表彰要件を満たすに至らないと判断され、該当となりま

せんでした。最終的に４件が候補者となっております。

１番は水泳、２番と３番は陸上、４番は合唱における活躍を評価したものでございます。

最後に学校教育に協力してくださる成人への感謝状贈呈でございますが、今年度は該当があ

りませんでした。推薦は１件ありましたが、教員を推薦する内容であり、学校教育に協力して

くださる外部の方を表彰する制度であることを鑑み、該当となりませんでした。

以上で説明を終わらせていただきます。なお、表彰式は２月２７日水曜日、午後３時半から、

当教育センターでの開催を予定しております。よろしくご審議いただきますよう、お願いいた

します。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） 事務局の説明が終わりました。まず、何かご質問はございませんか。

例年に比べると中学校の数が少ないのかなと思ったのですが、例年との比較というか、件数

自体はどうなのでしょうか。

○総務課長（澁谷 智君） 確認しまして、後程回答させていただきたいと存じます。

○委員長（崎山 弘君） よろしくお願いします。

ほかに何かご質問ございませんか。

○委 員（齋藤裕吉君） ちょっと似たような質問になるかもしれませんが、昨年度と連続し

て表彰される団体・個人はどれくらいありますでしょうか。

○委員長（崎山 弘君） それでは、まとめて後で回答をお願いします。

ほかに質問ございませんでしょうか。

○委 員（村越ひろみ君） 基準があるということなのですが、その基準はどういうものでし

ょうか。例えば関東大会で５位の人もいるし、東京大会で９位の人もいます。あと、奉仕活動

での基準はどうなのでしょうかと伺いたいと思います。

○総務課長（澁谷 智君） まず、スポーツ活動、文化活動の基準でございますけれども、東

京都大会の規模でございますと優勝を、関東大会になりますと入賞を、全国大会になりますと

出場でよいという形での表彰規定がございます。あと、奉仕活動につきましては、長期にわた

り継続的に行っている活動について、他の模範と認められるものを表彰することとなっていま

す。

以上でございます。

○委 員（村越ひろみ君） ありがとうございました。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問ございますか。

ご意見ございますか。

○委 員（松本良幸君） 推薦してくださる方は、基本的には学校がメインになるのですか。

個人的な推薦、例えば自治会などからではなくて、学校からということでしょうか。

○総務課長（澁谷 智君） 学校の校長先生から推薦していただいております。学校に関係の

ある、例えば朝の登校などで交通支援をしていただくような方につきましても、学校長から推

薦していただいてございます。

以上です。

○委 員（松本良幸君） ありがとうございました。



- 16 -

○委員長（崎山 弘君） ほかにご意見、ご質問ございませんか。

もう１つ質問させてください。今回、表彰されると表彰式があるわけですけれども、表彰さ

れた事実は、例えばどういったところで公表されていますでしょうか。今どきの子どもだと、

市のホームページに出ていると、それを全国の人に見てもらえるからうれしいと思う人もいる

だろうと思う反面、個人情報ということで写真とか名前が出てしまうとまずいと思っている親

もいるかもしれません。どういう形で一般に広く公表されているものなのか、あるいはしてい

ないものなのか、そのあたりの現状をちょっとお話いただけるとありがたいです。

○総務課長（澁谷 智君） 昨年までの例でいきますと、特にホームページ等で公表はしてご

ざいません。表彰式のみです。

○文化スポーツ部次長兼生涯学習スポーツ課長（町田昌敬君） スポーツ部門でございますけ

れども、今回は教育委員会で表彰されるお子さんたちなのですが、スポーツの分野でも表彰と

いうのは先般ございまして、これについては市長さんから直接表彰状お渡しいただくようなこ

とをやっておりまして、広報紙を通じてそのあたりをご紹介しているということはございます。

○委員長（崎山 弘君） 私が質問をした理由は、確かこの間の広報紙で、このテニスの子が

出ていたと思うのです。市の広報で出ているものもあるし、出ていないものもあるというのは

ちょっとどうなのかなと思ったのです。ただ、それを出すこと自体の是非がどうかということ

もあるかもしれませんので、これから考えていく問題かなと思いますので、ちょっと質問をさ

せていただきました。

○総務課長（澁谷 智君） 先ほどの件でございますが、中学校の部分の昨年の数がちょっと

把握できていないのですが、昨年よりは少なかったという記憶でございます。あと、昨年も表

彰され、今年も表彰されているのは８件ございまして、左の番号ですと、１番の一小わかば鼓

笛隊、６番の四小ハーモニーブリーズ、８番の十小和太鼓、９番の本宿小金管バンド、１０番

の本宿小の合唱団、１１番の白糸台小の和太鼓、１４番の若松リコーダー隊、１５番の南白糸

台小のウインドアンサンブルの８件でございます。

以上でございます。

○委 員（齋藤裕吉君） 私が昨年度から連続した件数はと質問させていただいたのは、この

表彰制度の趣旨というのでしょうか、善行とか各方面での活躍をたたえて、多くの場合は、児

童・生徒を励ます、伸ばしてあげる、応援してあげるという趣旨だと思います。そういう点で、

今のように割と連続してという、また、この連続は去年のことだけではなく、２年、３年とず

っと続いているような記憶がありまして、結構なことなのですけれども、１つの観点としては、

先ほども基準についてお話があったのですけれども、子どもたちのそういう努力している姿を

認めてあげるというような趣旨を、今後生かしてあげられるとよいなという思いがあったもの

ですから、先ほどのように質問させていただいたというわけでございます。

もちろん、繰り返し何度も表彰されているのは、これは大変立派ですし、それはそれでもち

ろん異議はありません。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。

では、お諮りいたします。第２号議案、平成２４年度府中市教育委員会表彰について、決定

することにご異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）



- 17 -

○委員長（崎山 弘君） 全員異議なしですので、原案のとおり決定いたします。

              ◇               

◎第３号議案 平成２５年度学校医等の委嘱について

○委員長（崎山 弘君） 第３号議案ですが、この議案は学校医の委嘱の議案ですが、私、崎

山の委嘱に関する内容が出てまいりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１

３条第５項の規定により、私は審議に参加することができません。

ここで、司会進行を齋藤職務代理者に交代させていただき、私は一時退室いたしますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

（委員長退室）

○委員長職務代理者（齋藤裕吉君） それでは、今、委員長からお話がありましたので、第３

号議案につきましては、委員長職務代理者としまして、私、齋藤が司会進行を代理いたします。

第３号議案の朗読をお願いします。

（事務局朗読）

○委員長職務代理者（齋藤裕吉君） それでは、説明をお願いします。

○学務保健課長補佐（市川直次君） それでは、第３号議案、平成２５年度学校医等の委嘱に

つきまして、説明させていただきます。幼稚園と各小・中学校に置く学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師の委嘱につきましては、学校保健安全法第２３条の規定に基づき、教育委員会が行

うものでございます。

平成２５年度におきましては、内科医が３４名、精神保健科医が２名、眼科医１２名、耳鼻

科医７名、歯科医３６名、そして薬剤師３４名の合計１２５名の先生方に委嘱をお願いするも

のでございます。

このたび学校医として提案させていただいております先生方につきましては、府中医師会、

歯科医師会及び薬剤師会からそれぞれご推薦をいただいた方々でございます。なお、委嘱期間

は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの１年間を予定しております。また、

平成２５年度より新たに学校医としてお願いいたします先生でございますが、最後のページの

「平成２５年度学校医等新旧変更一覧表」をごらんください。２５年度は内科医の康野いく恵

先生、精神科医の西牟田議康先生、歯科医の鈴木三十彦先生、桑田徹先生、薬剤師の亀山勉先

生、山崎厚先生に新たに学校医として委嘱いたします。そのほかの先生方につきましては、平

成２４年度に引き続きお願いをしてまいりたいと考えております。また、今年度で退任されま

す内科医の木村先生、精神科医の松本先生、歯科医の鈴木先生、加藤先生、薬剤師の福井先生、

山崎先生には、府中市教育委員会より感謝状と記念品を贈呈する準備を進めているところでご

ざいます。

以上で、説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○委員長職務代理者（齋藤裕吉君） 事務局の説明が終わりました。何かご質問はございます

か。

ご意見はございますでしょうか。

ご質問、ご意見なしということでよろしいですか。

それではお諮りをいたします。第３号議案、平成２５年度学校医等の委嘱について、決定す

ることにご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり）

○委員長職務代理者（齋藤裕吉君） 全員異議なしですので、原案どおり決定いたします。

それでは、また次の議案より崎山委員長にも審議に加わっていただきますので、よろしくお

願いいたします。

（委員長入室）

              ◇               

◎第４号議案 府中市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の申出について

○委員長（崎山 弘君） それでは、継続いたします。第４号議案の朗読をお願いいたします。

（事務局朗読）

○委員長（崎山 弘君） 説明をお願いいたします。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） それでは、ただいま議題となりました第４号議案、

府中市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の申出につきまして、ご説明いたします。

恐れ入りますが、議案の２枚目をごらんください。

１の趣旨でございますが、生涯学習センターの休館日につきまして、来年度から当該施設の

管理運営を行う指定管理者との協議を進めた結果、市民サービスの一層の向上を図ることを目

的に、休館日を一部変更するものでございます。

２の内容でございますが、ごらんの表のとおり毎月第３水曜日及びその翌日を休館日として

いたものを廃止するものでございます。なお、当該施設内の図書館における休館日の変更はご

ざいません。

３の施行日でございますが、平成２５年４月１日でございます。

説明は以上でございますが、本件におきましては、２月に開催予定の当該委員協議会で報告

するとともに、本年第１回市議会定例会に条例の一部改正議案をご提案申し上げる予定でござ

います。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） 事務局の説明が終わりました。何かご質問ございますでしょうか。

○委 員（村越ひろみ君） 学習センターは委託事業になるので、活動日が増えることはとて

もいいと思うのですが、エレベーターだとか施設の点検には支障はないのでしょうか。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） 点検等につきましては、毎月第１月曜日は定休日

として残しますので、そういった日を使ったり、あとは運営していない時間を活用して点検を

したり、必要であれば部分的に休業を行って、開館時間内でも行うことができますので、そう

いった形での工夫をしながら運営をしてもらおうと思っています。

以上でございます。

○委 員（村越ひろみ君） わかりました。ありがとうございます。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問ございますでしょうか。

ご意見はございますでしょうか。

私からちょっと１件お伺いしたいのですけれども、単純に考えて、これは指定管理者に移行

したメリットと理解してよろしいのでしょうか。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） そのとおりでございまして、指定管理者もたくさ

んの方に開館日にいらしていただきたいという提案がございまして、このような形をとったも
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のです。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。

では、お諮りいたします。第４号議案、府中市生涯学習センター条例の一部を改正する条例

の申出について、決定することにご異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（崎山 弘君） 全員異議なしですので、原案のとおり決定いたします。

              ◇               

◎第５号議案 府中市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則

○委員長（崎山 弘君） 続いて、第５号議案の朗読をお願いいたします。

（事務局朗読）

○委員長（崎山 弘君） 説明をお願いいたします。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） ただいま議題となりました第５号議案、府中市立

公民館条例施行規則の一部を改正する規則につきましてご説明いたします。３枚目の新旧対照

表をごらんください。

本規則の改正は、市内の公民館における１６ミリ映写機の貸し出しにつきまして、昨今の映

像機器に関する技術の進歩により、ＤＶＤプレーヤーなど多様な機器が多くの家庭に普及して

いることもあり、貸し出し件数が減少していることから１６ミリ映写機の貸し出しを廃止する

ものでございます。

付則といたしまして、この規則は平成２５年４月１日から施行するものでございます。

説明は以上となります。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。

○委員長（崎山 弘君） 説明が終わりました。何かご質問ございますでしょうか。

ご意見はございますでしょうか。

私から１件お伺いしたいのですけれども、この機械自体はまだ動くものが残っているのは事

実なのですか。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） 動くものは残っているのですが、１６ミリフィル

ムに傷つけないように、毎年１６ミリ映写機の検定というのを行っておりまして、その予算を

毎年とっておりました。ただ、先ほど説明にもございましたとおり、貸し出しの件数が減少し

ておりまして、特に平成２３年度の実績では、公民館での貸し出しは１件もございません。そ

ういった状況もありましたので、検査もあわせて貸し出しを廃止にさせていただくという状況

です。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） 関連してそのつながりなのですけれども、そうすると、その機械は

今後どうする予定でしょうか。ずっと保管しておいて、いずれ何か使えるときがあるかもしれ

ないとするか、あるいは売却してしまうのか。使われなくなった機械をどのようにする予定か、

もしあればお伺いしたいのですけれども。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） 特に今、売却処分というのを考えておりませんの

で、そのまま保管しておこうと思っております。ただ、ニーズが全くないわけではないと思っ

ておりますので、その場合については、学習センターにあります図書館に視聴覚ライブラリー



- 20 -

というのがございまして、そちらでの貸し出しは当面行いますので、そちらをご案内したいと

考えております。

○委員長（崎山 弘君） ありがとうございます。

ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。

では、お諮りいたします。第５号議案、府中市公民館条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて、決定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（崎山 弘君） 全員異議なしですので、原案のとおり決定いたします。

              ◇               

◎平成２５年度八ヶ岳府中山荘臨時休館日について

○委員長（崎山 弘君） それでは次に、報告・連絡に移りたいと思います。報告・連絡（１）

について、総務課、お願いいたします。

○総務課長補佐兼学校耐震化等推進担当副主幹（月岡敏浩君） それでは、平成２５年度八ヶ

岳府中山荘の臨時休館日につきまして、お手元の資料に基づきご説明させていただきます。資

料１をごらんいただきたいと存じます。

年間の休館日の合計日数は、昨年度と同様で１２日間としてございます。休館日の設定につ

きましては、一般の利用者になるべく影響が出ないよう平日としてございます。最初の臨時休

館日につきましては、ゴールデンウイーク後の５月６日から１０日までを閉館としております。

５月１３日から前期のセカンドスクールが始まる予定ですので、事前に館内消毒などを行う予

定にしております。また、９月２日から後期のセカンドスクールが始まる予定ですので、準備

のため８月２９日と３０日を休館とさせていただきたいと考えております。この休館日の利用

者へのお知らせにつきましては、広報とホームページに掲載するとともに、申し込み受付窓口

においても、順次ＰＲを図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○委員長（崎山 弘君） 今の報告につきまして、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

では、報告・連絡（１）について了承いたします。

              ◇               

◎平成２５年度社会教育施設の臨時休館日等について

○委員長（崎山 弘君） 続きまして、報告・連絡（２）について、文化振興課、お願いいた

します。

○文化振興課長補佐（時田浩一君） それでは、資料２に基づきまして、社会教育施設の平成

２５年度臨時休館日等についてご説明いたします。

まず、生涯学習センターは、定例の休館日は第１月曜日、第３水曜日及びその翌日でござい

ましたが、そのほかに資料に記載したとおり、４月２日（火）、９月２３日（月）、２月１１日

（火）を臨時休館日といたします。なお、本日の議案にもございました第３水曜日及びその翌

日の定例休館日の取り扱いにつきましては、議会での議決前でございますので、資料のとおり

条例改正前の表記としております。

次に、ふるさと府中歴史館は、毎週月曜日の定例の休館日のほかに、５月の連休中が休館日
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となりますが、くらやみ祭に関連した特別展を開催するため、記載のとおり臨時開館日を設け

ます。郷土の森博物館につきましては、毎週月曜日の定例の休館日のほかに、記載の臨時休館

日を設けます。また、８月の夏休み、２月、３月の梅まつりの時期に、記載のとおり臨時開館

日を設けます。

次に総合体育館及び地域体育館は、第１月曜日の定例休館日のほかに、記載の臨時休館日を

設けます。朝日体育館は記載のとおりです。

次に図書館でございますが、中央図書館、地区図書館１１館及び生涯学習センター図書館の

休館日は記載のとおりでございます。蔵書点検、施設・設備点検のため、臨時休館といたしま

す。

最後に美術館でございますが、企画展の展示がえのため、記載のとおり臨時休館日を設けま

す。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○委員長（崎山 弘君） 報告・連絡（２）について、何かご質問、ご意見ございますでしょ

うか。よろしいでしょうか。

では、報告・連絡（２）について了承いたします。

              ◇               

◎郷土の森博物館特別展「江戸時代の多摩を掘る」の開催について

○委員長（崎山 弘君） 続きまして、報告・連絡（３）について、ふるさと文化財課、お願

いいたします。

○ふるさと文化財課長補佐（谷本耕一君） それでは、ふるさと文化財課から、郷土の森博物

館特別展「江戸時代の多摩を掘る」の開催につきまして、お手元の資料３よりご報告いたしま

す。

時代劇でおなじみの江戸時代、古文書や記録も数多く残っていて、史跡の発掘から語れるこ

となんてたかが知れていると思われるかもしれません。しかし、江戸時代といえども、史跡や

遺物でわかることも少なくありません。今回の展示では、府中を初めとする多摩地域の江戸時

代遺跡を総覧いたします。世界でも有数の規模を誇る大都市江戸、その近郊という多摩地域で

の人々の営みを、史跡と遺物からたどる展示となっております。

開期は平成２５年１月２６日（土）から３月１０日（日）まで、会場は郷土の森博物館、本

館１階特別展示室でございます。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

１つお伺いしたいのですけれども、このポスターのバックグラウンドになっているこの紋は

何かあるのですか。

○ふるさと文化財課長（江口 桂君） こちらは古伊万里として有名な江戸時代の焼き物で、

蛸唐草紋という古伊万里の紋様でございまして、それをモチーフとして使ってございます。

○委員長（崎山 弘君） これも今回発掘されたものとか、その中に関連したものが出てくる

ということでしょうか。

○ふるさと文化財課長（江口 桂君） 特に府中の、江戸時代の府中宿という宿場町の遺跡か

らは、たくさんこの蛸唐草紋の磁器が出土してまいりまして、展示でもこちらのほうを展示さ
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せていただきます。

○委員長（崎山 弘君） よくわかりました。ありがとうございます。

何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。

では、報告・連絡（３）について了承いたします。

              ◇               

◎郷土の森「梅まつり」の開催について

○委員長（崎山 弘君） 同じく報告・連絡（４）について、ふるさと文化財課、お願いいた

します。

○ふるさと文化財課長補佐（谷本耕一君） それでは、郷土の森「梅まつり」の開催につきま

して、お手元の資料４によりご報告いたします。

今年も２月２日（土）から３月１０日（日）まで、郷土の森博物館で梅まつりを開催いたし

ます。約６０種１，１００本の梅が春の香りをお届けいたします。期間中、茶会や琴、尺八演

奏会を初め、さまざまな催し物が開催されます。既にロウバイも咲き始めておりますので、一

足先に春の訪れを告げる花の色と香りを満喫していただきたく、ぜひご来館ください。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） 何か今の説明に対して、ご質問、ご意見ございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。

梅の病気、プラムポックス病でしたか、郷土の森は大丈夫だったのでしょうか。

○ふるさと文化財課長（江口 桂君） 報道等でも確認してございますが、郷土の森博物館に

つきましては、現在のところ感染した木は１本もございません。今後も注視してまいりたいと

思っております。

○委員長（崎山 弘君） よろしいでしょうか。

では、報告・連絡（４）について了承いたします。

              ◇               

◎平成２４年度平和啓発事業（後期）について

○委員長（崎山 弘君） 続きまして報告・連絡（５）について、生涯学習スポーツ課、お願

いいたします。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） それでは、生涯学習スポーツ課より、平成２４年

度平和啓発事業の開催につきましてご報告いたします。お手元の資料５をごらんください。

本事業につきましては、府中市平和都市宣言の趣旨に沿いまして、記載のとおり平和啓発活

動として実施するものでございます。１点目は平和展、「みんなでつなぐ平和な未来」と題しま

して、美術館市民ギャラリーにおきまして、平和に関する写真パネルのほか、若松小学校の６

年生による平和に関する制作物などを展示いたします。

２点目は平和展、「東京都平和の日」記念展示と題しまして、生涯学習センターにおきまして、

都が保存する戦時の遺留品や写真パネルなどを展示いたします。

３点目は、市指定文化財旧陸軍調布飛行場白糸台掩体壕の見学会を開催するものでございま

す。多くの市民の方々に戦争の悲惨さ、平和の大切さなどを知っていただくことで、平和意識

を高めていただきたいと考えております。

以上でございます。
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○委員長（崎山 弘君） 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

では、報告・連絡（５）について了承いたします。

              ◇               

◎平成２４年度地域における家庭教育支援チームの担い手養成研修（府中地区）について

○委員長（崎山 弘君） 続きまして、報告・連絡（６）について、生涯学習スポーツ課、お

願いいたします。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） 次に、平成２４年度地域における家庭教育支援チ

ームの担い手養成研修の開催についてご報告いたします。お手元の資料６をごらんください。

本講座は東京都子育てビジョンに定める乳幼児期からの子どもの教育支援プロジェクトに基

づき、地域における家庭教育支援チームの担い手養成研修の一環として、東京都教育委員会が

主催し、本市が企画、調整等協力して実施するものでございます。内容といたしましては、生

涯学習スポーツ課と子育て支援課が共同し、講演やワークショップを通して、地域における児

童虐待防止に関する意識の啓発や理解を深め、今後のネットワークづくりに参加できる人材の

育成を目指すものでございます。各事業の開催日程は裏面のとおりとなっております。いずれ

の事業も参加費は無料となっておりますので、多くの方が参加されるよう広く周知を図りたい

と考えております。以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

東京都教育委員会の主催ということは、これにかかわる予算は、東京都の予算で行われてい

ると理解してよろしいでしょうか。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） 会場の手配などの料金については市が負担するイ

メージになりますが、主なかかる費用については全て東京都が支出するということになってい

ます。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） ありがとうございます。ほかにご意見、ご質問ございますか。

○委 員（齋藤裕吉君） 企画内容としてはとてもいいものだなと、大事なテーマをされてい

ると思うのですけれども、応募者というのでしょうか、参加希望者はどうでしょうか。ぜひ定

員いっぱい参加してほしいと思うのですけれども、その周知、宣伝のことも含めて、ちゃんと

伝わっているかどうかも含めて、どんな反応でしょうか。

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） 先日の広報で既に募集を開始したところ、すぐに

何件かお問い合わせがありまして、問い合わせのほか申し込みも数名来ている状態でございま

す。今後も引き続き募集の周知を図っていきたいと思っております。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。よろしいでしょう

か。

では、報告・連絡（６）について了承いたします。

              ◇               

◎第６６回府中駅伝競走大会の開催について

○委員長（崎山 弘君） 報告・連絡（７）について、生涯学習スポーツ課、お願いいたしま

す。
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○生涯学習スポーツ課長補佐（古田 実君） それでは、引き続き生涯学習スポーツ課より、

第６６回府中駅伝競走大会の開催につきまして、お手元の資料７によりご説明いたします。

本事業は、毎年中学生から大人まで幅広い世代が参加している府中駅伝競走大会を、今年も

記載のとおり２月１１日に、府中多摩川かぜのみちで開催いたします。この大会は、昭和２２

年に都下大会駅伝競走として発足して以来、駅伝を愛する多くの方々に支えられながら発展し

てまいりました。歴史と伝統のある大会で第６６回を迎える今大会は、総勢３００チームの申

し込みがあり、過去最大の規模で開催いたします。特に中学校の部につきましては、前回大会

から出場チーム数の制限を撤廃したことで、昨年度から男女ともにチーム数が大幅に増加して

おります。

今年度は男子が１０校５３チーム、昨年と比較して１１チームの増、女子は１２校３１チー

ム、昨年度と比較して３チームの増となっております。なお、昨年度府中多摩川かぜのみちを

通行する自転車と参加者の接触の危険性について、教育委員の皆様をはじめ、校長会、並びに

保護者の方々からたくさんご心配のお声をいただきました。このことを踏まえまして、今大会

より、本事業共催である府中市陸上競技協会とともに、府中警察署や市の関係課との調整を図

り、大会開催期間中における府中多摩川かぜのみちにつきまして交通規制をかけ、参加者の安

全を第一に開催してまいります。

教育委員の皆様におかれましては、既にご案内差し上げているところでございますが、お時

間が許す限りご観戦いただければ幸いでございます。よろしくお願いたします。

○委員長（崎山 弘君） 今のご報告につきまして、何かご質問、ご意見ございますでしょう

か。

○委 員（齋藤裕吉君） 交通整理の点で、取り組んでいただいたということで、大変ありが

たいと思います。交通規制をかけるということは、自転車の侵入をとめるという意味でしょう

か。それとも注意して通ってくださいということなのか。ちょっと細かい質問ですみません。

○生涯学習スポーツ課長補佐（古田 実君） 交通規制のご質問でございますが、この期間中

における自転車の通行をとめるということでございます。したがいまして、日常、このかぜの

みちをご利用されて散歩しているとか、ランニングされている方、この方々はこの期間中の規

制等はございません。したがって、自転車の通行規制を行っているところです。

以上です。

○委 員（齋藤裕吉君） わかりました。ありがとうございます。本当に去年は、目の前で自

転車に乗っている人と、役員の人がちょっとトラブルというのでしょうか、そのような状況も

ありましたので。よろしくお願いします。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご質問、ご意見ございませんか。

○委 員（松本良幸君） 私も何回か応援に行ったことがあるのですけれども、特に中学生に

ついてスタート位置がかわったかもしれませんが、悪天候のときの待機場所というか、そうい

うような配慮はあるのでしょうか。

○生涯学習スポーツ課長補佐（吉田 実君） まず、天候のことでございますが、こちら要項

に記載してありますとおり、降雪等の場合、中止することがあるということでございまして、

当日は大会役員と私ども事務局が６時に現地に参りまして、その大会の開催の可否について判

断をする予定でございます。さらに、委員さんからもお話ございましたとおり、中学校につき
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ましては、昨年は多摩川かぜのみちの第一野球場の南側あたりのところで、中継所等を開催し

ておりましたが、昨年のいろいろな課題等を踏まえて、テニスコートの北側の駐車場で行うと

ころでございます。

そして、選手につきましては、当日は総合体育館についても、開閉会式の会場として押さえ

てございます。天候等の場合の対応等につきましては、そちらで待機できるかと存じます。

以上でございます。

○委 員（松本良幸君） ありがとうございました。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

私も今回の広報に、交通規制をするということが出ているのを拝見いたしました。去年、私

がいろいろ発言した覚えがあるのですけれども、対応していただきましてどうもありがとうご

ざいました。

では、報告・連絡（７）について了承いたします。

              ◇               

◎「第３期府中市子ども読書活動推進計画」の策定について

○委員長（崎山 弘君） 続きまして報告・連絡（８）について、図書館、お願いいたします。

○図書館長補佐（坪井茂美君） 図書館より資料８に基づき、第３期府中市子ども読書活動推

進計画の策定についてご報告いたします。

昨年、第１０回教育委員会で、パブリックコメントの実施につきましてご報告いたしました

が、１０人の方から４６件のご意見をいただきました。ご意見を検討し、第３期府中市子ども

読書活動推進計画をまとめましたので、ご報告いたします。

この計画の趣旨は、平成１５年１１月に府中市子ども読書活動推進計画、いわゆる１期を策

定し、平成２０年から第２期府中市子ども読書活動推進計画の事業展開を進めてまいりました。

この第２期が平成２４年度で期間が満了になりますことから、さらに本市における子どもの読

書活動の総合的、かつ計画的な推進を図るため、第３期府中市子ども読書活動推進計画を策定

するものです。

計画は３章からなる本文と参考資料で構成しております。第１章、計画の策定にあたってに

つきましては、第２期計画の成果、及び市民アンケートの結果を踏まえ、今後の課題を見据え、

子どもの読書環境をより一層整備するためのものとして策定することとしております。

第２章、計画の基本的な考え方は、計画の視点といたしまして、子どもの自主性から生まれ

る読書、子育ての中の読書、習慣としての読書、生涯学習としての読書、情報社会における読

書、市立図書館と学校図書館の連携による読書、地域との連携による読書を継続し、期間は平

成２５年度から平成２９年度までの５年間といたします。計画の対象はゼロ歳からおおむね１

８歳までの児童と保護者を対象としております。第２期まで対象を児童に限っておりましたが、

子育ての中の読書など保護者への働きかけも重要と考え、今回保護者も対象としております。

第３章、府中市子ども読書活動推進計画は、子どものための読書環境の確保、子どもと本と

の出会いの機会の提供、読書推進体制の整備、人材の育成・活用、啓発・広報を挙げ、現状を

踏まえ進むべき施策を具体的に挙げております。また、その他といたしまして、計画のほか取

組項目の所管と実施計画、実施いたしましたアンケート結果、各所での活動報告などを掲載し、

本計画に基づく各事業の具体的な取り組みは、各部署で実施しております。また、定期的に開
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催いたします子ども読書活動推進連絡会で、計画の進捗状況を確認、また報告し、事業展開を

してまいります。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） ただいまの報告につきまして、何かご質問、ご意見ございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。

○委 員（齋藤裕吉君） 推進計画ということですので、これから具体的に実施をしていくと

ころで、どれだけこういう期限的なものが実現できるかというところが問われると思いますの

で、ぜひこの計画を具体的に生かすという形で進めていただけるとありがたいなと思います。

例えば市立図書館と学校図書館の連携ということなどを１つ挙げましても、今までも一生懸命

取り組んでいただいて、成果が上がってきていると思うのですけれども、具体的にどういうふ

うに手だてをとっていくのかというあたりが、これが進むかどうかの分かれ目になるような気

がします。そういうところでこの計画の実施について大いに期待をしたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

○図書館長補佐（坪井茂美君） 市立図書館と学校図書館の連携につきましては、パブリック

コメントなどでも大変多くの方にご意見をいただいているところでございます。実際に今のと

ころ学校からのご要望によって、図書館がブックトークやおはなし会に動きなどもございます

が、積極的に学校に働きかけ、こちらから学校にお伺いするような働きかけを今後も続けてま

いりたいと思っております。ありがとうございます。

以上でございます。

○委員長（崎山 弘君） ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。

私のほうから１点、以前、この話題のときにインターネットということに関しての視点をと

いうことで、今回文章の中に入っているようなのでよろしいと思うのですが、ただ、これから

タブレット型のもので本を読む人が、親の世代でどんどん増えていると思うのです。下手する

とこれから子どもも、今、コマーシャルの中でもタブレットを使って子どもが遊んでいる場面

がよく出てきますので、本もそういう時代が来るかもしれません。ここで今すぐに計画に取り

込めというものではないのですが、ぜひそういうものをこれから配慮するなり、視野に入れた

研究というか、ぜひ図書館の市の方も、そういうのが子どもたちに入ってくるのが前提として、

根幹は我々市の人間として、読書計画推進に当たってどうしたらいいのかというのを考えなけ

ればいけないポイントだと思いますので、子どもたちの動向をぜひ注目していただいて、今後、

そういうところが視野に入ってくるのではないかと、私はある意味危惧していますので、その

辺のところも配慮していただけるとありがたいと思います。

やはり絵本とかは紙の本のほうがいいだろうなと思ってはいるのですが、そうは言っても、

なかなか親がそうではない人が最近増えていると思うので、それは考えなければいけないのか

なと思います。

ほかによろしいでしょうか。

では、報告・連絡（８）について了承いたします。

              ◇               

◎「府中市民美術展２０１３」の開催について

○委員長（崎山 弘君） 続きまして、報告・連絡（９）について、美術館、お願いいたしま



- 27 -

す。

○美術館副館長（山村仁志君） それでは、美術館からお手元のチラシによりまして、市民ギ

ャラリー等展覧会についてご報告いたします。恐れ入りますが、机上に置きました資料が最新

ですので、こちらをごらんください。現在、校正中でございまして、モノクロのコピーで失礼

いたします。

２月９日（土）から２４日（日）まで、府中市民美術展２０１３を開催します。チラシの裏

面をごらんください。美術館では平成２２年度から府中市社会教育関係団体の中で絵画に関係

する各グループに、１団体１点の推薦出品をお願いし、毎年府中市民美術展を開催しています。

今年も３０以上の団体にご出展いただける見込みです。日ごろ各文化センターなどで活発に活

動されている市内の美術グループを代表する方々の作品です。油絵、水彩画、水墨画、日本画、

版画などさまざまな傾向の市民の絵画を見ることができます。作品の傍らには、作者の制作の

ねらいや感想などを記していただいた制作メモを一緒に展示していただきます。また、会場で

は椅子やテーブルなど語れる場を用意しまして、お互いのグループの作品を鑑賞し、交流する

機会ともなっております。

以上で報告を終わります。

○委員長（崎山 弘君） ただいまの報告につきまして、何かご質問、ご意見ございますでし

ょうか。

○委 員（松本良幸君） 出展していただく方は、この協力関係団体の方だけに限定されるの

でしょうか。

○美術館副館長（山村仁志君） そのとおりです。社会教育関係団体に登録していただいてい

るグループにお手紙を差し上げて、推薦をお願いしていますので、関係団体に限定されます。

○委員長（崎山 弘君） ほかに何かご意見、ご質問ございますでしょうか。

では、報告・連絡（９）について了承いたします。

これで予定されている報告・連絡は終わりましたが、その他ですが、何かございませんでし

ょうか。

              ◇               

◎教育委員報告

○委員長（崎山 弘君） では、教育委員報告に移ります。各教育委員の報告をお願いいたし

ます。

○委 員（齋藤裕吉君） それでは、齋藤より報告をさせていただきます。

１月４日（金）ですけれども、午前１１時から大國魂神社の参集殿で新年賀詞交歓会に出席

をいたしました。府中市の各会の皆様方と新年のご挨拶を交わしてまいりました。さまざまな

皆様方のお話をお聞きすることができて、新年を展望するよい機会になったと思います。

１月８日（火）ですけれども、校長会の新年会に出席をいたしました。３学期の始業式の日

でございまして、きっと元気いっぱいの子どもたちと顔をあわせて来たためだと思いますが、

校長先生方皆さんはつらつとして見えました。

１月１０日（木）ですけれども、第３回の教育委員会の訪問ということで、私は午後に別の

用件が重なってしまいましたために、昼までの参加をさせていただきました。府中第六中学校

と小柳小学校を訪問いたしました。府中第六中学校では、教職員と生徒との関係がとてもよい
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雰囲気で、落ちついた学校生活が送れているということとか、生徒へのカウンセリングや施設

の整備についての課題など、率直な話も校長先生からお聞きすることができました。小柳小学

校では教育目標の変更のこととか、学力向上の取り組みと成果などについて詳しく話をお聞き

することができました。休み時間、通常の学校ですと２０分ぐらいのところですけれども、こ

れを３０分とったということで、いろいろな面でよい効果が出てきたという話は興味深くあり

ます。両方とも授業参観などからいろいろなことを直接感じ取ることができた訪問になったと

思います。

１月１４日（月）ですけれども、府中市成人の日記念「青年のつどい」に出席いたしました。

芸術劇場です。あいにくの雪でしたけれども、さすがに新成人の皆さんたちは元気いっぱいで

すね。活気にあふれておりました。以前に比べればマナーもまずまずだったかなと思います。

この若者たちが、府中市や日本のこれからを担っていくわけですので、ぜひ良識ある大人とし

て力をつけて、存分に活躍してほしいなという願いを持ちながら出席をした次第です。

１月１５日（火）、副校長の新年会に出席いたしました。副校長先生方と学校経営のことなど

について、親しく懇談することができました。

私からは以上です。

○委 員（松本良幸君） それでは、松本よりご報告させていただきます。２点報告させてい

ただきます。

１月１０日、委員として２回目の教育委員会訪問に伺いました。初めは府中第六中学校を訪

問しました。教室の生徒たちは落ちついて授業に取り組んでおり、副校長先生の指導により、

「本時のねらい」が黒板に掲げられ、授業ごとの到達点を明示して学んでいました。また、特

色の１つとして、校長先生が調整役になり、大学生による「放課後学習教室」を開催する試み

をされているということを聞きました。原則論から言えば、授業時間で全て教えられるはずと

いうことになりますけれども、習熟度は生徒によって違うはずですので、ぜひとも成果を上げ

て、そのご報告をいただきたいと思いました。同時に、教員を目指す学生の皆さんにとっても、

指導の現場を肌で感じることができる場になり、次世代の育成にも役立つものと思います。

次に訪問した小柳小学校では、教育目標を「かしこく、やさしい、元気な子」と定め、校長

先生を中心にたくさんの施策を積極的に展開されていることがよく感じられました。特に全体

のスケジュールを調整して、中休み、昼休みを３０分に延長したり、学習のルールをわかりや

すく児童に示したり、当たり前のことかもしれませんが、とても新鮮に感じられました。これ

からも榛原校長先生の指導力、実行力を生かして、小柳小学校が進化していく姿を楽しみにし

ています。

最後に住吉小学校へ伺い、上床校長先生から学校の特色や指導について説明を受けました。

いじめ、不登校、学級崩壊をなくすために、先生方が連携して取り組んでおられることがわか

りました。また、通級学級である「きこえとことばの教室」では、特別な機器材を使った指導

や、個々の児童に適した指導を行うために努力されていることがわかりました。

小柳小学校では給食もご用意いただき、給食センターの堤原所長と栄養士の方から、アレル

ギー除去食対応などの説明を受けました。当然ながらとてもおいしい給食でした。

続きまして、１月１４日の成人の日はどりーむホールで行われた「青年のつどい」に出席し

てまいりました。新成人にとってはあいにくの大雪となってしまいましたが、会場に集まった
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方々は皆さん笑顔で、若さにあふれ、傍らから見ている私たちも元気をもらうことができまし

た。実行委員会や市職員の皆さんが準備をしてくださった式典は、「青年のつどい」をどのよう

に盛り上げ、参加者をまとめていくかをよく考えた構成になっており、とてもよかったと思い

ます。多少のざわつきはありましたが、お祝いの演奏をしてくださった中学校連合合唱団・国

府睦会の皆さんは会場を１つにまとめてくださり、実行委員による司会進行もとてもすばらし

く、新成人にとって思い出の式典になったことと思います。

私からの報告は以上です。

○委 員（村越ひろみ君） 村越から報告させていただきます。委員会訪問、印象に残ったこ

とだけをかいつまんでお話させていただきます。

１月１０日に伺った六中。校舎の踊り場の壁に３年生が作成した「六中自慢」というものが

掲示されていて、それには写真とともにコメントが書かれていて、なかなか発想豊かなもので

した。１、２年生とか今度入ってくる新入生が見たら、きっと六中っていいなと思えるのでは

ないかと思いました。そこを見るだけでも、生徒たちが自分たちでよい学校をつくろうという

姿勢が伺えました。また、その裏には先生方の地道なご尽力があると感じました。

次に小柳小に伺って、先ほどもお話がありましたが、多分府中では小柳小だけという取り組

みで、中休みと昼休みをそれぞれ３０分とっているということで、その時間を、朝の先生方の

打ち合わせを放課後に回すという努力で捻出しているということでした。子どもたちの遊びの

欲求というものを十分に満たすことで学習意欲を高めている、また、その結果もついてきてい

るとお聞きし、この取り組みが成功しているのかなと感じました。

また、住吉小では、この地域ではマンションが増えていて、児童も増加傾向にあるとのこと

でした。また、先生方は若い世代が多いのかなと思いまして、また、校長先生の話で、先生の

チームを結成してリレーマラソンとかにも参加していて、先生方の一致団結も見られるかなと

いうお話もありました。また、地域行事へも積極的に参加しているとのことでした。

１月１４日の「青年のつどい」ですが、本当に大雪の成人式は１５年ぶりということをニュ

ースで聞いていました。でも、一生に一度の記念すべき日がより深い、思い出深いものになっ

たのではないかと思いました。小学校、中学校のときの懐かしい友達に会えるということで、

笑顔いっぱいの新成人たちを見ていて、思わず微笑んでしまいました。未来の希望と可能性を

持っている新成人たちを羨ましいとも思いますし、府中で育つ子どもたちのために、微力なが

ら頑張っていこうと私自身も心を新たにした瞬間でした。

また、新年を迎えて賀詞交歓会、校長先生方、また副校長先生方との新年会にも参加させて

いただき、交流を持つことができ、親睦も深められる場があってとてもよかったと思います。

いろいろありがとうございました。

以上です。

○委 員（浅沼昭夫君） 続いて浅沼が報告します。

まず１２月２５日、府中市民スポーツ賞の表彰式に参列しました。府中第三小学校６年の田

島尚輝さんが、ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権大会で、１２歳以下男子シングルスに

入賞したということによる表彰であります。これは先ほど報告がありました、教育委員会表彰

を受ける児童でございます。

それから１月７日、府中公園で行われました出初式に出席しました。大変寒い日でしたけれ



- 30 -

ども、隊員の方々が寒風の中、直立不動のままで２時間以上の式にご参加された姿に驚きまし

た。日ごろからの身体的、精神的な訓練、あるいは体力維持に努力されていることを拝察いた

しました。また、府中消防少年団も参加しておりまして、松本委員さんから、この団体の長い

歴史と救命救急の部の訓練も行い、非常に高い技能を身につけているということを教えていた

だき、改めてこういった活動に理解を深めることができました。

次に１月９日、武蔵府中青年会議所賀詞交歓会、そして飛ぶのですが１月１５日、ＮＰＯ法

人の府中ＰＦＳ新年会に出席いたしました。この２つの団体さんは、主に中学校の２年生で実

施している職場体験に全面的に協力をいただいている団体でありまして、こうしたことに対す

るお礼と今後のご協力のお願いをしてまいりました。

１月１０日、教育委員会訪問でございます。府中六中、小柳小、住吉小を訪問しました。先

ほどご報告ありましたけれども、３校とも校長先生、副校長先生のリーダーシップのもと、そ

れぞれの学校の教育課題に対して授業展開を図りながら、正面から取り組み、成果を上げてい

る状況がよくわかりました。そして、校長先生、副校長先生方との意見交換を通して、各学校

と教育委員会、さらには各学校間の連携をさらに強め、目指す方向性を共有しながら、こうし

た実践の成果と課題をお互いに生かしていくという必要性を強く感じました。

続いて１月１４日、成人の日記念「青年のつどい」に出席しました。雪でしたけれども、芸

術劇場の広場に設けられた新成人の出身校別に集う場所が使えないことから、場内が大変にぎ

やかでありました。新成人としてかつての勤務校であった府中一中の卒業生も大勢参加してお

りました。声をかけられて、初めて卒業生とわかるほどに大変立派に成長した姿がありました。

中学生からのメッセージに加えて、連合合唱団の合唱披露と、加えて「翼をください」を参

加者全員で歌いました。合唱のすばらしさがありましたけれども、新成人がその合唱を聞きい

る姿がありましたし、指導していただいた中学校の音楽の先生方の合唱の指導力に加えて、新

成人を含めた集団を統率する力量の高さを、私は感じました。新成人の代表者も参画し、小・

中学校でお世話になった先生方からのメッセージを盛り込んだしおりや、新成人の司会進行で

行われているこうした実施形態が、「青年のつどい」をさわやかで洗練された会にしているとい

う印象を受けました。

以上で報告を終わります。

○委員長（崎山 弘君） 最後に崎山から。参加している行事はほとんど皆さんと重複するの

で、小児科医としてこの１カ月間で思ったことを２つ申し上げます。

１つは、やはり調布市における学校給食のアナフィラキシーショックの問題ですが、これは

やはりどこの学校でも起こり得る問題、ただし起こってはいけない、どうにかして防がなけれ

ばいけないという努力をする必要性はありますが、ダブルチェックをやっても必ずこういう事

故が起こるので、起こったときにどういう対応ができていたか。それがちゃんと訓練できてい

たかというのをちょっと検証してみたいなと私は思っております。できれば府中市の小・中学

校の先生方も、多分今回この事件に遭った人がもう一回同じ事件に遭うことはあり得ないぐら

いの確率で起こることですから、この事件に遭っていない人が、つまり府中の先生方が、これ

から５年、１０年、２０年、先生やっている間にもしかしたら１回ぐらいあるかもしれない。

また、その人はそういうことに対応できる人を育てなければいけないという気持ちがあります

ので、ぜひ先生方に何かメッセージを私は添えたいなと思っておりましたので、今度、先生方
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に話をさせていただく機会を得られたので非常にうれしく思います。ぜひ、学校の先生方もち

ゃんと対応していただければと思っております。

もう１点はインフルエンザなのですけれども、やはり年明けでインフルエンザがぽつぽつ出

てまいりました。まだ学級閉鎖というところはほとんど出ていないのではないかと思いますが、

昨年の３月末に、学校保健安全法の規則が変わりまして、出席停止の期間が長くなりました。

ということは欠席する児童が増えるわけなので、今までの学級閉鎖のやり方をしてしまうと、

あるいは学校閉鎖、学年閉鎖をやると数が増えてしまう恐れがありますので、これからそれぞ

れの学校で連絡をとりながら、学級閉鎖をどのようにやっていくか、単純に何％だから、２割

を超えたから閉鎖とかやると難しいことが起こるかもしれませんので、状況を見きわめながら、

どういうタイミングで学級閉鎖をするかがこれから課題になるのではないかと私は考えており

ますので、学務保健課とも一緒に考えてみたいなと思っております。子どもの健康のために我々

も頑張ってみたいなと思わせるこの１カ月間でありました。

それでは、これをもちまして平成２５年第１回府中市教育委員会定例会を閉会いたします。

どうもお疲れさまでした。

              ◇               

午後３時３３分閉会


